
健
診
は
も
う
受
け
ま
し
た
か
？

■
特
定
健
診
・
30
代
健
診

対
象　

今
年
度
30
～
74
歳
の
市
国
保
加
入
者

内�

容　

問
診
・
診
察
・
身
体
測
定
・
血
圧
測
定
・

尿
検
査
・
心
電
図
・
血
液
検
査

■
が
ん
検
診

対
象　

今
年
度
に
40
歳
以
上
に
な
る
市
民

内�

容　

胃
が
ん
・
大
腸
が
ん
・
肺
が
ん
・
乳
が
ん
・

肝
炎
ウ
イ
ル
ス

※�

受
診
で
き
る
検
診
は
、
が
ん
検
診
受
診
券
に

記
載
し
て
い
ま
す
。

■
後
期
高
齢
者
医
療
の
健
診

※
令
和
８
年
１
月
25
日
（
日
）
の
み

対
象　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者

内�

容　

問
診
・
診
察
・
身
体
測
定
・
血
圧
測
定
・

尿
検
査
・
心
電
図
・
血
液
検
査

※�

令
和
８
年
１
月
25
日
（
日
）
と
２
月
15
日

（
日
）
の
健
診
で
は
、
野
菜
摂
取
レ
ベ
ル
が

分
か
る
「
ベ
ジ
チ
ェ
ッ
ク
Ⓡ
」
の
測
定
が
で

き
ま
す
。

問　

保
険
年
金
課　
　

℡
22-

３
５
１
２

　
　

保
健
セ
ン
タ
ー　

℡
82-

３
２
２
３

国
民
年
金�

■
お
忘
れ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
請
求
手
続

　

令
和
７
年
４
月
１
日
時
点
で
年
金
を
受
給
中

の
方
で
、
新
た
に
給
付
金
を
受
け
取
れ
る
方
に

は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
請
求
書
を
お
送
り
し

て
い
ま
す
。
す
で
に
受
給
中
の
方
は
手
続
き
不

要
で
す
。

※�
請
求
書
を
提
出
し
な
い
と
給
付
金
は
受
け
取

れ
ま
せ
ん
。

※�

令
和
８
年
１
月
５
日
（
月
）
必
着
で
請
求
書

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
期
限
を
過
ぎ
る

と
、
請
求
し
た
月
の
翌
月
か
ら
の
支
払
い
に

な
り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
ご
提
出
を
お
願

い
し
ま
す
。

問　

給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
　

℡
０
５
７
０-

０
５-

４
０
９
２

■
社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る
年
金
相
談

日
時　

令
和
８
年
１
月
５
日
（
月
）

　
　
　

10
時
～
15
時

場
所　

市
役
所
４
階
会
議
室

※
事
前
に
ご
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
・
問　

和
歌
山
西
年
金
事
務
所

　
　
　
　

お
客
様
相
談
室

　
　
　
　

℡
０
７
３-

４
４
７-

１
６
６
０

令
和
８
年
度
償
却
資
産
の

申
告
は
１
月
中
に

　

償
却
資
産
と
は
、
土
地
・
家
屋
以
外
の
事
業

用
資
産
（
構
築
物
、
機
械
、
備
品
な
ど
）
の
こ

と
で
す
。
償
却
資
産
の
所
有
者
は
、
毎
年
１
月

１
日
現
在
の
資
産
状
況
等
を
市
に
申
告
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
前
年
と
変
更
が
な
い
場
合

で
も
、
必
ず
毎
年
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

申�

告
方
法　

税
務
課
へ
申
告
書
を
提
出（
郵
送
可
）

※�

令
和
７
年
度
分
を
申
告
さ
れ
た
方
に
は
書
類

を
送
付
し
ま
す
。
（
12
月
上
旬
発
送
予
定
）

初
め
て
申
告
さ
れ
る
方
に
も
税
務
課
ま
で
ご

連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
書
類
を
送
付
し
ま
す
。

※�

税
の
特
例
を
申
請
す
る
場
合
は
、
そ
の
申
告

書
を
あ
わ
せ
て
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間　

令
和
８
年
１
月
５
日
（
月
）
～

　

２
月
２
日
（
月
）（
郵
送
必
着
）

太
陽
光
発
電
設
備
を
設
置
し
て
い
る
方
へ

　

太
陽
光
発
電
設
備
（
太
陽
光
パ
ネ
ル
）
の
多

く
は
事
業
用
資
産
に
分
類
さ
れ
、
償
却
資
産
の

申
告
が
必
要
で
す
。
個
人
が
住
宅
用
に
設
置
し

た
も
の
で
も
、
売
電
し
て
い
る
場
合
は
事
業
用

資
産
と
な
り
ま
す
。
次
の
表
で
申
告
対
象
か
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

※�

売
電
収
入
は
、
そ
の
所
得
額
を
申
告
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

※�

所
得
金
額
が
20
万
円
以
下
の
給
与
・
年
金
所

得
者
で
あ
っ
て
も
、市
税
申
告
が
必
要
で
す
。

※�

償
却
資
産
の
申
告
対
象
外
と
し
て
い
る
設
備

は
、
経
費
に
計
上
で
き
ま
せ
ん
。

問　

税
務
課　

℡
22-

３
５
８
４

確
定
申
告
は
ｅｰ

Ｔ
ａ
Ｘ
で
！

■
ス
マ
ホ
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で

　
　
　
　
　
　
　

自
宅
か
ら
ｅ-

Ｔ
ａ
Ｘ
！

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
で
所
得
税
な
ど
の
申
告
書
を
作
成
し
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
用
し
て
オ
ン
ラ
イ

ン
で
提
出
が
で
き
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
を
利
用
す
る
と
、
給

与
、
年
金
、
医
療
費
、
ふ
る
さ
と
納
税
な
ど
の

デ
ー
タ
を
申
告
書
の
該
当
項
目
へ
自
動
で
入
力

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
読
取
対
応
の
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
が
必
要
で
す
。

■
ｅ-

Ｔ
ａ
Ｘ
を
利
用
す
る
メ
リ
ッ
ト

・
税
務
署
に
行
か
ず
に
自
宅
か
ら
申
告

・�

保
険
料
控
除
証
明
書
な
ど
の
添
付
書
類
は
、

記
載
内
容
を
入
力
・
送
信
す
れ
ば
提
出
や
提

示
が
不
要

・�

自
宅
か
ら
ｅ-

Ｔ
ａ
Ｘ
で
提
出
さ
れ
た
還
付

申
告
は
、
３
週
間
程
度
で
還
付

・
24
時
間
い
つ
で
も
利
用
可
能

※�

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
時
間
を
除
き

ま
す
。
詳
し
く
は
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問　

湯
浅
税
務
署　

℡
63-

５
４
０
３

あ
な
た
の
ま
ち
の民

生
委
員
・
児
童
委
員
さ
ん

　

12
月
１
日
（
月
）
付
け
で
、
68
名
の
民
生
委

員
・
児
童
委
員
が
厚
生
労
働
大
臣
よ
り
委
嘱
を

受
け
ま
し
た
。
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
地

域
住
民
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
、
常
に
住

民
の
立
場
に
立
っ
て
生
活
に
関
す
る
相
談
に
応

じ
、
助
言
や
支
援
を
行
い
ま
す
の
で
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
主
任
児
童
委
員
は
、
児
童
福
祉
を
専

門
に
担
当
し
、
関
係
機
関
と
区
域
担
当
委
員
の

連
絡
調
整
を
行
い
ま
す
。

問　

福
祉
課　

℡
22-

３
５
４
１

「
ボ
ト
ル 

to 

ボ
ト
ル
」
水
平
リ
サ
イ
ク
ル　

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
！

　

市
は
サ
ン
ト
リ
ー
グ
ル
ー
プ
と
連
携
し
、

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
「
ボ
ト
ル
to
ボ
ト
ル
」
水

平
リ
サ
イ
ク
ル
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

　

「
ボ
ト
ル
to
ボ
ト
ル
」

水
平
リ
サ
イ
ク
ル
と
は
、
使

用
済
み
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

を
原
料
に
し
て
、
新
し
い

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
製
造
す

る
こ
と
で
す
。

　

こ
の
リ
サ
イ
ク
ル
で
、

資
源
を
何
度
も
使
う
こ
と
が

で
き
、
二
酸
化
炭
素
の
排
出

量
削
減
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
分
別

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

問　

生
活
環
境
課　

℡
22-

３
５
６
５

弁
護
士
に
よ
る

特
設
人
権
相
談
を
行
い
ま
す

　

12
月
４
日
（
木
）
～
10
日
（
水
）
の
「
人
権

週
間
」
に
お
い
て
、
和
歌
山
県
で
は
弁
護
士
に

よ
る
人
権
に
関
す
る
様
々
な
ご
相
談
に
応
じ
ま

す
。
秘
密
厳
守
、
相
談
は
無
料
で
す
。

日
時　

12
月
７
日
（
日
）

　
　
　

13
時
30
分
～
16
時
30
分

※
１
件
あ
た
り
30
分
程
度

場
所　

和
歌
山
県
民
文
化
会
館

　
　
　

４
１
０
会
議
室

定
員　

先
着
６
名

※
事
前
に
申
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

※�

各
振
興
局
か
ら
の
オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
も
可
能

で
す
。

申
・
問　

和
歌
山
県
庁 

人
権
政
策
課

　
　
　
　

℡
０
７
３-

４
４
１-

２
５
６
３

   

募

集

各
種
目
自
衛
官
の
募
集

募�

集
種
目　

自
衛
官
候
補
生
、

　

高
等
工
科
学
校
生
徒
（
一
般
）

※
他
社
と
の
併
願
可
能

※
各
種
無
料
相
談
会
も
実
施
中
で
す
。

※�

受
験
資
格
や
試
験
期
日
、
受
付
期
間
な
ど
詳

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

自
衛
隊
和
歌
山
地
方
協
力
本
部

　
　

有
田
募
集
案
内
所　

℡
82-

６
６
３
１

申込締切日
令和８年

１月５日（月）
令和８年

１月16日（金）
令和８年

１月26日（月）

場所

文化福祉センター

ＪＡわかやま
宮原支所

文化福祉センター

実施日
令和８年

１月25日（日）
令和８年

２月５日（木）
令和８年

２月15日（日）

受付時間　８時～９時
※すべて無料です。
※�事前に予約が必要です。電話または

Webでお申込みください。
※�お申込み人数によっては受付時間を分けてご案内

させていただく場合があります。

太陽光発電設
10ｷﾛﾜｯﾄ未満

　償却資産申告の
対象外です。
※�取得額を経費と

している場合は
申告対象

　事業用の資産として、売電の有無
にかかわらず、申告対象

10ｷﾛﾜｯﾄ以上

　発電量の全量又
は余剰を売電する
場合、事業用資産
となり、申告対象

設置者

個人
（住宅用）

個人
（事業用）
法人

令和７年度「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」標語　問　こども課　℡22-3529

「知らせよう　あなたが　あの子の声になる」
「誰か」のこと　じゃない。第77回人権週間　12月４日（木）～10日（水）　問　市民課　℡22-3558
それぞれの個性や生き方の違いを大切にして、すべての人の人権が尊重される豊かな社会をつくりましょう。

地区 氏　名 担当地区名

箕
島

宮本　和信 南幸町、北幸町、戎町、
橘町、福島１

楠本幾久子 駅前（１、２）、東生町、
東新町

松村　保美 冨久町、大正町、御蔵町、
東寺町、平尾町

濵田　澄夫 福島（２、３）、天甫町、
三菱町

古川由美子 北新町（東側）

山﨑珠美代 北新町（西側）

永井　智子 東仲町、西仲町、
寿町、住吉町

由良　孝誠 本町（１、２、３）

松本　裕子 中寺町、西寺町

港

神保　敦子 赤岩、東

山口　秀志 出崎（１、２）

若松　弘郎 中（１、２）

嶋田公美子 新屋敷（１、２）、港楚都浜

田邉　隆義 芦原（１、２）

野井　泰子 西の浜、新川、
芦原３（県営住宅）

宮
崎

垣内眞知子 辰ケ浜１，２，３町内

田中　弘美 辰ケ浜４，５町内

栗山　仁美 辰ケ浜６，７町内

田中　悦子 辰ケ浜８，９町内

尾藤　啓二 辰ケ浜１０，１１町内

津川　満里 辰ケ浜１２，１３町内

桑原　博恵 男浦

古川　友次 矢櫃、女ノ浦

地区 氏　名 担当地区名

中
央

江川　　澄 逢井

中谷　明子 小豆島（中御堂）

島田　有香 小豆島（浄妙寺谷）

田中　紀子 小豆島（国尾）

御前　充司 古江見バイパス南側

江川　貞女 古江見バイパス北側

森川　喜子 山地

成川あつみ 新堂（西）

栗山　德子 新堂（東）

児嶋　陽徳 野（東、北、城、西）

江川　佳代 野（由利、桜通り、南中、生
殿、団地）

保
田

上野山俊顕 千田西

上野山拓司 高田

佐々木敏光 千田東（野井）

土屋　泰男 千田東（佐山）

河野　義継 辻堂（西）

谷口　章子 辻堂（東）

川口　恭司 星尾

久世　　修 山田原

山本　　健 下中島

宮
原
・
糸
我

堅山由紀子 西（真砂、堀町）

宮井　典子 西（西里）

髙﨑　　保 中番

地区 氏　名 担当地区名

宮
原
・
糸
我

林　　正樹 須谷

九鬼　利美 東

的場　康二 新町（南）

岩﨑　義郎 新町（北）

家本　　幸 道（東）

玉置　俊幸 道（西）、畑（畑、前田）

藤田　吉英 滝、畑（市原）

岩本　光弘 滝川原（東）

竹中　弘文 滝川原（西）

初
島

青木　里彦 里（北原、竹田）

竹田　雄一 里（弓場、里中央）

川原　修也 里（奥）

白樫由美子 浜（上、本町）

中井　宏幸 浜（楚都浜、砂浜）

南村　純一 浜（南）

吉村　登和 浜（新田、中野）

脇村　昌宏 浜（脇本）

中村眞理雄 浜（北、松ヶ丘）

主
任
児
童
委
員

梅本　直美

川島　恵理

石津　万喜

脇村　十月

（敬称略）
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